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三
浦
郡
葉
山
町
上
山
口
の
正
吟
に
あ
る
石
川
茂
周
氏
の
家
は
、
江
戸
時
代
に

は
、
代
々
旧
三
浦
郡
上
山
口
村
の
名
主
を
つ
と
め
て
い
た
。
同
家
の
墓
地
は
、

屋
敷
の
西
方
約
五
十
米
の
場
所
に
あ
り
、
そ
こ
に
は
十
五
基
の
江
戸
時
代
の
宝

筐
印
塔
が
墓
塔
と
し
て
造
立
さ
れ
て
い
る
。

江
戸
時
代
の
前
半
に
お
い
て
、
宝
筐
印
塔
は
蟇
塔
と
し
て
か
な
り
造
立
さ
れ

た
ら
し
く
、
寺
院
の
墓
地
に
は
、
た
い
て
い
数
基
の
塔
を
見
る
こ
と
が
て
き
る
。

し
か
し
、
そ
の
塔
が
だ
れ
の
墓
で
あ
る
か
明
ら
か
で
な
い
塔
が
多
く
、
従
っ

て
、
そ
の
塔
の
造
立
者
の
身
分
も
明
ら
か
で
な
い
こ
と
が
多
い
。
し
か
る
に
、

こ
れ
か
ら
紹
介
す
る
石
川
家
墓
地
に
あ
る
塔
は
、
寺
院
の
墓
地
で
は
な
く
、
一

家
の
墓
地
と
し
て
部
落
の
中
に
あ
る
た
め
、
前
記
の
旧
上
山
口
村
の
名
主
の
蟇

塔
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

ま
た
、
筆
者
が
こ
れ
ま
で
に
調
査
し
た
地
域
は
、
三
浦
半
島
か
ら
鎌
倉
に
か

け
て
を
中
心
と
し
た
狭
い
地
域
で
あ
る
が
、
一
ヶ
所
に
十
五
基
も
の
多
く
の
塔

が
造
立
さ
れ
て
い
る
例
は
少
な
い
。
鎌
倉
市
光
明
寺
に
あ
る
内
藤
家
一
族
の
蟇

葉
山
町
の
石
川
家
墓
地
に
あ
る

江

戸

時

代

の

宝

筐

印

塔

に

つ

い

て

1

斎

藤

彦

司

表1 三浦半島を中心にした

宝筐印塔の数
地
は
、
鎌
倉
市
指
定
の
史
跡
に
な
っ
て
い
る
が
三
十
九
基
の
江
戸
時
代
の
宝
筐

印
塔
が
造
立
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
内
藤
家
は
、
磐
城
・
延
岡
な
ど
の
城
主
で
あ

っ
た
大
名
家
の
一
族
で
あ
る
。
茅
ヶ
崎
市
浄
見
寺
に
あ
る
大
岡
家
一
族
の
墓
地

に
も
、
十
九
基
の
塔
が
あ
り
、
や
は
り
茅
ケ
崎
市
指
定
の
史
跡
に
な
っ
て
い
る

が
、
こ
の
大
岡
家
は
、
江
戸
時
代
の
中
期
に
大
岡
裁
き
の
話
で
有
名
に
な
っ
た

名
町
奉
行
大
岡
越
前
守
忠
相
の
一
族
で
あ
る
。

こ
の
両
家
の
墓
地
に
は
特
殊
な
例
と
し
て
、
一
般
に
は
宝
筐
印
塔
が
造
立
さ

れ
な
く
な
っ
た
江
戸
時
代
の
後
半
に
造
立
さ
れ
た
塔
も
含
ま
れ
て
い
る
。
ま

た
、
鎌
倉
市
妙
本
寺
の
墓
地
に
は
、
十
八
基
の
塔
が
あ
る
が
蟇
地
内
の
各
所
に

何
組
か
に
わ
か
れ
て
造
立
さ
れ
て
い
る
。

次
に
あ
げ
た
表
１
は
筆
者
が
調
査
し
た
三
浦
半
島
か
ら
鎌
倉
を
中
心
に
し
た
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地
域
の
江
戸
時
代
の
宝
筐
印
塔
の
う
ち
、
年
号
の
刻
ま
れ
て
い
る
塔
を
西
暦
に

よ
っ
て
十
年
ご
と
に
わ
け
、
そ
の
数
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
光
明

寺
の
内
藤
家
墓
地
お
よ
び
浄
見
寺
の
大
岡
家
墓
地
の
塔
は
前
記
の
よ
う
に
特
殊

な
例
と
し
て
除
い
た
。
こ
の
表
で
わ
か
る
よ
う
に
、
江
戸
時
代
の
宝
筐
印
塔
は

一
六
三
○
年
代
か
ら
四
○
年
代
に
か
け
て
最
も
多
く
造
立
さ
れ
、
以
後
次
第
に

そ
の
数
が
減
り
は
じ
め
一
七
三
○
年
代
を
最
後
に
一
般
に
は
姿
を
消
し
て
し
ま

う
わ
け
で
あ
る
が
、
石
川
家
墓
地
の
塔
は
そ
の
数
が
減
り
は
じ
め
る
時
期
の
塔

が
多
い
。

以
上
の
点
で
、
上
山
口
の
石
川
家
墓
地
の
宝
筐
印
塔
を
こ
こ
に
紹
介
す
る
こ

と
に
し
た
。

石
川
家
墓
地
の
十
五
基
の
宝
筐
印
塔
は
、
写
真
の
よ
う
に
墓
地
の
奥
に
ほ
ぼ

一
列
に
な
ら
ん
で
い
る
。
そ
こ
で
、
向
か
っ
て
左
か
ら
、
恥
１
．
恥
２
・
恥
３

：
。
…
恥
妬
と
番
号
を
つ
け
た
。
各
塔
の
基
礎
に
は
そ
れ
ぞ
れ
次
の
年
号
が
刻
ま

れ
て
い
る
Ｊ肌

１

万

治

元

年

（

一

六

五

八

）

恥

２

元

和

六

年

（

一

六

二

○

）

恥

３

無

銘

恥

４

寛

文

□

□

斎
藤
葉
山
町
の
石
川
家
墓
地
に
あ
る
江
戸
時
代
の
宝
筐
印
塔
に
つ
い
て

2

(②

石川家の墓地全景



肋
１
こ
の
塔
は
基
礎
に
万
治
元
年
と
刻
ま
れ
て
い
る
。

現
在
、
相
輪
は
二
つ
に
折
れ
、
上
部
の
宝
珠
・
請
花
・
九
輪
・
請
花
の
部
分

は
塔
の
左
側
に
た
て
か
け
ら
れ
て
い
る
。

基
壇
上
部
の
反
花
座
は
、
非
常
に
退
化
し
簡
略
化
さ
れ
形
式
的
な
表
現
で
陽

刻
さ
れ
て
い
る
が
、
裏
側
は
反
花
の
表
現
を
省
略
し
て
無
地
で
あ
る
。

碗

５

天

和

二

年

（

一

六

八

二

）

恥

６

不

明

Ｍ

７

慶

安

五

年

（

一

六

五

二

）

恥

８

万

治

二

年

（

一

六

五

九

）

恥

９

天

和

二

年

（

一

六

八

二

）

恥

加

延

宝

二

年

（

一

六

七

四

）

恥

、

延

宝

四

年

（

一

六

七

六

）

恥

哩

寛

文

十

年

（

一

六

七

○

）

恥

喝

延

宝

三

年

（

一

六

七

五

）

恥

皿

延

宝

八

年

（

一

六

八

○

）

恥

妬

天

和

二

年

（

一

六

八

二

）

以
上
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
墓
塔
で
あ
る
か
ら
刻
ま
れ
て
い
る
年
号
は
被
葬
者

の
没
年
で
あ
り
、
造
立
し
た
年
と
は
多
少
差
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
こ
と
を
こ

こ
で
記
し
て
お
く
。

各
塔
ご
と
に
そ
の
特
徴
を
各
部
分
に
わ
け
て
述
べ
て
い
く
と
、

神
奈
川
県
立
博
物
館
研
究
報
告
第
一
巻
第
三
号
一
九
七
○
年
三
月

基
礎
に
は
輪
郭
を
と
っ
て
い
る
が
、
裏
側
は
省
略
し
て
無
地
で
あ
る
。
上
部

は
反
花
座
に
な
っ
て
い
る
が
、
基
壇
の
反
花
と
同
じ
形
式
的
な
表
現
で
陽
刻
さ

れ
、
や
は
り
裏
側
は
省
略
さ
れ
て
い
る
。

塔
身
は
正
面
に
だ
け
輪
郭
を
と
り
、
左
右
の
側
面
お
よ
び
裏
側
は
省
略
さ
れ

無
地
で
あ
る
。

笠
の
下
部
は
段
型
で
二
段
で
あ
る
。
下
部
の
段
型
は
す
べ
て
の
塔
で
二
段
で

あ
る
か
ら
次
の
塔
か
ら
記
述
を
省
く
。
上
部
も
段
型
で
四
段
で
あ
る
が
傾
斜
し

て
い
る
。

隅
飾
突
起
は
輪
郭
を
と
り
茨
部
は
変
化
し
て
渦
巻
形
に
な
り
突
起
の
内
部
装

飾
に
な
っ
て
い
る
が
、
裏
側
は
基
壇
、
基
礎
の
反
花
と
同
様
に
省
略
さ
れ
無
地

て
あ
る
。

相
輪
は
本
来
宝
珠
・
請
花
・
九
輪
・
請
花
・
伏
鉢
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
が
、
最
下
部
の
伏
鉢
の
下
に
さ
ら
に
大
き
な
請
花
を
入
れ
て
い
る
。

請
花
は
、
六
枚
の
花
弁
が
三
段
に
作
ら
れ
、
十
八
枚
の
花
弁
で
構
成
さ
れ
、

上
部
が
外
に
大
き
く
開
い
た
形
を
し
て
い
る
。
請
花
の
形
に
つ
い
て
は
す
べ
て

の
塔
で
同
じ
で
あ
る
か
ら
次
の
塔
か
ら
は
記
述
を
省
く
．
~

伏
鉢
は
本
来
無
地
で
あ
る
べ
き
も
の
て
あ
る
が
、
上
部
か
ら
四
方
に
大
き
な

重
弁
の
蓮
弁
を
さ
げ
、
そ
の
四
枚
の
あ
い
だ
か
ら
下
の
蓮
弁
が
の
ぞ
い
て
い
る

形
を
し
て
い
て
装
飾
化
さ
れ
て
い
る
。

九
輪
は
四
個
の
輪
で
表
現
し
て
い
る
。

宝
珠
は
そ
の
頂
部
が
非
常
に
発
達
し
、
押
し
つ
ぶ
さ
れ
た
球
形
の
上
に
円
錘

(13）



Ⅲ
２
こ
の
塔
は
基
礎
に
元
和
六
年
と
あ
る
。

基
壇
上
部
の
反
花
座
は
恥
１
と
同
じ
で
、
簡
略
化
さ
れ
形
式
的
な
反
花
の
陽

刻
で
、
裏
側
は
省
略
さ
れ
無
地
で
あ
る
。

基
礎
は
ほ
ぼ
肌
１
と
同
じ
で
、
輪
郭
は
裏
側
だ
け
を
省
略
し
て
無
地
で
あ
る

が
反
花
座
は
裏
側
を
含
め
て
四
方
に
反
花
が
陽
刻
さ
れ
て
い
る
。

塔
身
は
正
面
に
だ
け
輪
郭
を
と
り
、
左
右
の
側
面
に
は
蓮
座
を
刻
っ
て
い

る
。
裏
側
は
省
略
さ
れ
無
地
で
あ
る
。

笠
の
上
部
段
型
は
五
段
で
傾
斜
し
て
い
る
。

隅
飾
突
起
は
、
輪
郭
を
と
り
茨
部
は
茨
形
で
渦
巻
に
し
な
い
古
い
形
式
で
あ

る
が
、
裏
側
は
省
略
さ
れ
無
地
で
あ
る
。

相
輪
は
恥
１
と
同
じ
で
、
最
下
部
に
請
花
を
入
れ
伏
鉢
に
は
蓮
弁
を
さ
げ
、

九
輪
は
四
輪
で
、
宝
珠
の
頂
部
は
円
錘
形
で
あ
る
。

肋
３
こ
の
塔
は
無
銘
で
あ
る
。

基
壇
は
伽
１
と
同
じ
形
式
で
あ
る
。

基
礎
は
正
面
に
だ
け
輪
郭
を
と
り
他
の
三
面
は
無
地
で
あ
る
。
上
部
の
反
花

座
は
恥
１
と
同
じ
で
、
簡
略
化
さ
れ
形
式
的
な
反
花
の
陽
刻
で
裏
側
は
省
略
さ

を
の
せ
た
形
で
あ
る
。

れ
無
地
で
あ
る
。

斎
藤
葉
山
町
の
石
川
家
墓
地
に
あ
る
江
戸
時
代
の
宝
筐
印
塔
に
つ
い
て

塔
身
は
恥
１
と
同
じ
で
、
正
面
に
だ
け
輪
郭
を
と
り
他
の
三
面
は
無
地
で
あ

Ｍ
４
こ
の
塔
は
基
礎
の
年
号
の
部
分
の
風
化
が
は
げ
し
く
、
寛
文
と
し
か

判
読
で
き
な
い
。

基
壇
上
部
の
反
花
座
は
、
反
花
の
表
現
を
ま
っ
た
く
行
な
っ
て
い
な
い
。
傾

斜
し
た
平
面
は
無
地
の
ま
ま
で
あ
る
。

基
礎
は
正
面
に
だ
け
輪
郭
を
と
り
、
上
部
の
反
花
座
は
基
壇
の
反
花
座
と
同

様
ま
っ
た
く
表
現
を
行
な
わ
な
い
無
地
で
あ
る
。

塔
身
は
恥
１
と
同
じ
形
式
で
あ
る
。

笠
の
上
部
段
型
も
恥
１
と
同
じ
形
式
で
あ
る
。

隅
飾
突
起
は
正
面
に
だ
け
輪
郭
を
と
り
、
内
部
を
渦
巻
形
に
し
て
装
飾
し
て

い
る
が
、
他
の
三
面
は
無
地
で
あ
る
。

相
輪
は
最
下
部
に
請
花
を
入
れ
、
伏
鉢
に
は
蓮
弁
を
さ
げ
、
九
輪
は
三
輪

で
、
宝
珠
の
頂
部
は
円
錘
形
で
あ
る
。

ブ
ハ
》
Ｑ

笠
の
上
部
段
型
は
恥
１
と
同
じ
で
、
四
段
で
傾
斜
し
て
い
る
。

隅
飾
突
起
は
肌
２
と
同
様
の
茨
形
で
あ
る
が
、
正
面
に
だ
け
表
現
し
他
の
三

面
は
無
地
で
あ
る
。

相
輪
は
最
下
部
に
請
花
が
入
っ
て
い
な
い
。
九
輪
は
三
輪
で
、
宝
珠
は
恥
１

と
同
じ
で
頂
部
が
円
錘
形
で
あ
る
。

肋
５
こ
の
塔
は
基
礎
に
天
和
二
年
と
あ
る
。

(14）



恥
６
こ
の
塔
は
風
化
が
激
し
く
刻
ま
れ
て
い
る
年
号
は
判
読
で
き
な
い
。

基
壇
は
恥
４
と
同
じ
で
、
反
花
座
は
四
方
と
も
傾
斜
し
た
平
面
で
無
地
で
あ

つ
（
》
○

基
礎
も
恥
４
と
同
じ
、
で
正
面
に
だ
け
輪
郭
を
と
り
、
反
花
座
は
四
方
と
も

無
地
で
あ
る
。

塔
身
は
恥
１
と
同
じ
形
式
で
あ
る
。

笠
の
上
部
段
型
も
恥
１
と
同
じ
形
式
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
の
笠
は
塔
身
に
比

較
し
て
小
さ
い
。
塔
身
の
幅
と
笠
の
下
部
段
型
の
最
下
段
の
幅
は
同
じ
も
し
く

は
笠
の
方
が
わ
ず
か
に
幅
が
広
い
の
が
常
で
あ
る
が
こ
の
塔
で
は
、
塔
身
の
幅

が
二
二
・
五
”
に
対
し
、
笠
の
最
下
部
の
幅
は
二
○
・
五
師
で
あ
る
。
た
ぶ
ん

別
の
塔
の
笠
と
入
れ
替
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

隅
飾
突
起
は
恥
３
と
同
じ
で
、
正
面
に
だ
け
輪
郭
を
と
り
内
部
を
茨
形
に
し

笠
は
現
在
欠
失
し
、
中
世
の
宝
筐
印
塔
の
笠
の
断
欠
が
の
せ
ら
れ
て
い
る
。

相
輪
は
伏
鉢
・
請
花
・
九
輪
だ
け
の
部
分
が
塔
の
後
に
置
か
れ
て
い
る
。
伏

鉢
は
蓮
弁
を
さ
げ
、
九
輪
は
三
輪
の
も
の
で
あ
る
。

基
壇
は
恥
１
と
同
じ
形
式
で
あ
る
。

基
礎
は
正
面
に
だ
け
輪
郭
を
と
り
他
の
三
面
は
無
地
で
あ
る
。
上
部
の
反
花

座
は
。
外
に
弩
曲
し
た
面
に
沈
線
で
簡
単
に
反
花
を
表
現
し
て
い
る
が
、
裏
側

は
無
地
で
あ
る
。

塔
身
は
恥
１
と
同
じ
形
式
で
あ
る
。

神
奈
川
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Ｍ
７
こ
の
塔
は
基
礎
に
慶
安
五
年
と
あ
る
。

基
壇
の
上
部
反
花
座
は
、
外
に
弩
曲
し
た
面
に
沈
線
で
簡
単
に
反
花
を
表
現

し
、
裏
側
は
無
地
で
あ
る
。

基
礎
は
恥
５
と
同
じ
で
、
正
面
に
だ
け
輪
郭
を
と
り
、
反
花
座
は
基
壇
の
そ

れ
と
同
様
弩
曲
し
た
面
に
沈
線
で
表
現
し
て
い
る
。

塔
身
は
恥
１
同
じ
形
式
で
あ
る
。

笠
の
上
部
段
型
も
恥
１
と
同
じ
形
式
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
笠
は
塔
身
に

比
較
し
て
大
き
い
。
そ
こ
で
塔
身
の
幅
を
調
べ
る
と
二
○
・
五
”
あ
り
、
前
述

の
肌
６
の
笠
の
幅
と
一
致
し
、
恥
７
の
笠
最
下
部
の
幅
を
調
べ
る
と
三
一
雨
あ

り
、
こ
れ
ま
た
恥
６
の
塔
身
の
上
に
の
る
に
ふ
さ
わ
し
い
寸
法
で
あ
っ
た
。
即

ち
、
恥
６
と
恥
７
の
笠
は
入
れ
替
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

隅
飾
突
起
は
恥
４
と
同
じ
で
、
正
面
に
だ
け
輪
郭
を
と
り
内
部
を
渦
巻
形
に

し
て
い
る
が
他
の
三
面
は
無
地
で
あ
る
。
こ
の
隅
飾
突
起
は
恥
６
の
も
の
で
あ

う
〈
》
Ｏ

相
輪
は
宝
珠
の
頂
部
が
完
全
に
欠
失
し
て
い
る
が
、
そ
の
他
の
部
分
は
恥
４

と
同
じ
形
式
で
あ
る
。

て
い
る
が
他
の
三
面
は
無
地
で
あ
る
。
た
だ
隅
飾
突
起
は
笠
の
部
分
で
あ
る
か

ら
、
前
述
の
よ
う
に
こ
の
塔
の
も
の
で
は
な
い
・

相
輪
は
恥
４
と
同
じ
で
、
最
下
部
に
請
花
を
入
れ
、
伏
鉢
に
は
蓮
弁
を
さ

け
、
九
輪
は
三
輪
で
、
宝
珠
の
頂
部
は
円
錘
形
で
あ
る
。
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裏
側
は
無
地
で
あ
る
。

基
礎
は
恥
３
と
同
じ
で
、
正
面
に
だ
け
輪
郭
を
と
り
、
上
部
の
反
花
座
は
簡

略
化
さ
れ
形
式
的
な
反
花
が
陽
刻
さ
れ
て
い
る
が
、
裏
側
は
無
地
で
あ
る
。

塔
身
は
恥
１
と
同
じ
形
式
で
あ
る
。

笠
の
上
部
段
型
も
恥
１
と
同
じ
形
式
で
あ
る
。

隅
飾
突
起
は
、
こ
れ
ま
で
の
塔
で
は
輪
郭
お
よ
び
茨
形
な
い
し
渦
巻
形
の
内

部
装
飾
が
浮
き
彫
り
で
表
現
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
塔
で
は
、
沈
線
で
輪
郭
と

渦
巻
形
を
三
面
に
表
現
し
、
裏
側
は
無
地
で
あ
る
。

相
輪
は
恥
４
と
同
じ
形
式
で
あ
る
。

斎
藤
葉
山
町
の
石
川
家
墓
地
に
あ
る
江
戸
時
代
の
宝
筐
印
塔
に
つ
い
て

伽
９
こ
の
塔
は
基
礎
に
天
和
二
年
と
あ
る
。

基
壇
の
上
部
反
花
座
は
傾
斜
し
た
平
面
に
沈
線
で
簡
単
に
反
花
を
表
現
し
、

肋
８
こ
の
塔
は
基
礎
に
万
治
二
年
と
あ
る
。

基
壇
は
恥
４
と
同
じ
形
式
で
あ
る
。

基
礎
も
恥
４
と
同
じ
形
式
で
あ
る
。

塔
身
は
恥
１
と
同
じ
形
式
で
あ
る
。

笠
の
上
部
段
型
も
恥
１
と
同
じ
形
式
で
あ
る
。

隅
飾
突
起
は
四
面
と
も
何
の
表
現
も
行
な
わ
れ
な
い
無
地
で
あ
る
。

相
輪
は
恥
４
と
同
じ
形
式
で
あ
る
。

剛
扣
こ
の
塔
は
基
礎
に
延
宝
二
年
と
あ
る
。

基
壇
は
存
在
し
な
い
。

基
礎
は
正
面
に
だ
け
輪
郭
を
と
り
、
上
部
の
反
花
座
は
外
に
雪
曲
し
た
面
で

あ
る
が
四
方
と
も
反
花
の
表
現
を
省
略
し
無
地
で
あ
る
。

塔
身
は
恥
１
と
同
じ
形
式
で
あ
る
。

笠
の
上
部
段
型
は
三
段
で
あ
る
。

隅
飾
突
起
は
正
面
に
だ
け
沈
線
で
輪
郭
お
よ
び
渦
巻
形
を
表
現
し
、
他
の
三

面
は
無
地
で
あ
る
。

相
輪
は
最
下
部
に
請
花
を
入
れ
ろ
。
伏
鉢
は
四
方
に
蓮
弁
を
さ
げ
る
が
単
弁

で
、
あ
い
だ
に
蓮
弁
を
の
ぞ
か
せ
ず
、
蓮
弁
は
下
ま
で
さ
が
り
下
の
請
花
に
達

し
て
い
る
。
九
輪
は
二
輪
で
あ
る
。
宝
珠
の
頂
部
は
欠
失
し
て
い
る
。

恥
Ⅲ
こ
の
塔
は
基
礎
は
延
宝
四
年
と
あ
る
。

基
壇
は
存
在
し
な
い
・

基
礎
は
恥
５
と
同
じ
形
式
で
あ
る
。

塔
身
は
恥
１
と
同
じ
形
式
で
あ
る
。

笠
の
上
部
段
型
も
肌
１
と
同
じ
形
式
で
あ
る
。

隅
飾
突
起
は
恥
加
と
同
じ
で
、
正
面
に
だ
け
沈
線
で
輪
郭
と
渦
巻
形
を
表
現

し
て
い
る
。

相
輪
は
恥
３
と
同
じ
で
、
最
下
部
に
請
花
を
入
れ
な
い
。
ま
た
、
宝
珠
の
頂

部
は
欠
失
し
て
い
る
。
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相
輪
は
九
輪
が
肌
加
と
同
様
二
輪
で
あ
る
が
、
そ
の
他
の
部
分
は
恥
４
と
同

じ
形
式
で
あ
る
。

恥
個
こ
の
塔
は
基
礎
に
延
宝
三
年
と
あ
る
。

基
壇
は
恥
９
と
同
じ
で
、
上
部
の
反
花
座
は
傾
斜
し
た
平
面
に
沈
線
で
表
現

し
、
裏
側
は
無
地
で
あ
る
。

基
礎
は
正
面
に
だ
け
輪
郭
を
と
り
、
上
部
の
反
花
座
は
基
壇
の
反
花
座
と
同

様
傾
斜
し
た
面
に
沈
線
で
表
現
し
裏
側
は
無
地
で
あ
る
。

塔
身
は
恥
１
と
同
じ
形
式
で
あ
る
。

笠
の
上
部
段
型
も
恥
１
と
同
じ
形
式
で
あ
る
。

恥
ね
こ
の
塔
は
基
礎
に
寛
文
十
年
と
あ
る
。

基
壇
は
存
在
し
な
い
。

基
礎
は
恥
４
と
同
じ
形
式
で
あ
る
。

塔
身
は
恥
１
と
同
じ
形
式
で
あ
る
。

笠
の
上
部
段
型
も
恥
１
と
同
じ
形
式
で
あ
る
。

隅
飾
突
起
は
恥
４
と
同
じ
形
式
で
あ
る
。

相
輪
は
恥
４
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
塔
の
宝
珠
は
押
し
つ
ぶ

さ
れ
た
球
形
の
上
に
円
錘
形
を
の
せ
た
形
式
で
あ
る
の
に
対
し
、
こ
の
塔
の
宝

珠
は
下
の
球
形
は
な
く
な
り
、
円
錘
の
胴
部
が
ふ
く
ら
ん
だ
形
を
し
て
い
る
。

神
奈
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隅
飾
突
起
は
恥
加
と
同
じ
形
式
で
あ
る
。

の
よ
う
に
な
る
。

恥
艸
こ
の
塔
は
基
礎
は
延
宝
八
年
と
あ
る
。

基
壇
は
存
在
し
な
い
・

基
礎
は
恥
５
と
同
じ
形
式
で
あ
る
。

塔
身
は
肌
１
と
同
じ
形
式
で
あ
る
。

笠
の
上
部
段
型
も
恥
１
と
同
じ
形
式
で
あ
る
。

隅
飾
突
起
は
三
面
に
輪
郭
お
よ
び
渦
巻
形
を
表
現
し
て
い
る
か
、
正
面
は
浮

き
彫
り
で
、
左
右
の
側
面
は
沈
線
で
表
現
し
て
い
る
。

相
輪
は
恥
哩
と
同
じ
で
、
宝
珠
は
円
錘
の
胴
部
が
ふ
く
ら
ん
だ
形
を
し
て
い

つ
（
》
。

恥
朽
こ
の
塔
は
基
礎
に
天
和
二
年
と
あ
る
。

基
壇
は
存
在
し
な
い
。

基
礎
は
恥
５
と
同
じ
形
式
で
あ
る
。

塔
身
は
恥
１
と
同
じ
形
式
で
あ
る
。

笠
の
上
部
段
型
も
肌
１
と
同
じ
形
式
で
あ
る
》

隅
飾
突
起
は
恥
、
と
同
じ
形
式
で
あ
る
。

相
輪
は
恥
４
と
同
じ
形
式
で
あ
る
。

I
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石
川
家
の
墓
地
に
あ
る
宝
筐
印
塔
で
、
恥
、
．
Ⅲ
皿
・
恥
退
・
恥
狸
・
恥
巧

の
五
基
で
基
壇
が
欠
失
し
て
い
る
。

ま
た
、
宝
珠
の
頂
部
は
ほ
と
ん
ど
の
蟇
で
上
部
に
破
損
が
見
ら
れ
、
特
に
、

恥
７
．
恥
皿
・
恥
皿
で
頂
部
が
完
全
に
欠
失
し
て
い
る
。

最
上
部
の
請
花
は
恥
５
で
欠
失
し
て
い
る
。

最
下
部
の
請
花
は
恥
３
．
恥
５
．
附
加
で
欠
失
し
て
い
る
。

笠
は
Ⅲ
５
で
欠
失
し
て
い
る
。

そ
の
ほ
か
、
恥
１
の
相
輪
は
伏
鉢
と
中
間
の
請
花
の
間
で
二
つ
に
折
れ
て
い

う
（
》
○

以
上
の
こ
と
は
、
こ
の
墓
地
に
あ
る
塔
は
大
き
な
地
震
の
際
に
一
度
は
崩
れ

落
ち
て
い
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
前
に
述
べ
た
恥
６
と
恥
７
の

笠
が
入
れ
替
わ
っ
て
い
る
よ
う
な
こ
と
が
起
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
に
も

同
様
な
積
み
間
違
い
が
あ
る
可
能
性
は
あ
る
が
、
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
よ
う

な
不
自
然
な
積
み
方
、
即
ち
、
上
の
部
分
と
下
の
部
分
で
寸
法
に
大
き
な
差
が

あ
る
よ
う
な
こ
と
は
な
い
。
そ
こ
で
ほ
か
の
部
分
に
つ
い
て
は
現
状
の
ま
ま
で

報
告
す
る
こ
と
に
し
た
。

前
節
で
、
石
川
家
の
墓
地
に
あ
る
宝
筐
印
塔
に
つ
い
て
各
塔
ご
と
に
そ
の
特

徴
を
述
べ
た
が
、
こ
れ
を
各
部
分
ご
と
に
そ
の
形
式
を
分
類
し
、
変
化
の
過
程

を
検
討
し
、
早
く
出
現
し
た
と
考
え
ら
れ
る
順
に
言
く
と
次
の
と
お
り
に
な

斎
藤
葉
山
町
の
石
川
家
墓
地
に
あ
る
江
戸
時
代
の
宝
筐
印
塔
に
つ
い
て

3

１
基
壇
の
反
花
座

ａ
簡
略
化
さ
れ
形
式
的
な
表
現
で
、
三
面
に
陽
刻
す
る
塔
。

恥

２

元

和

六

年

塔

脱

１

万

治

元

年

塔

肌

５

天

和

二

年

塔

肌

３

無

銘

塔

ｂ
外
に
雪
曲
し
た
面
に
簡
単
な
表
現
で
、
三
面
に
線
刻
す
る
塔
。

恥

７

慶

安

五

年

塔

Ｃ
傾
斜
し
た
平
面
に
簡
単
な
表
現
で
、
三
面
に
線
刻
す
る
塔
。

恥

喝

延

宝

三

年

塔

恥

９

天

和

二

年

塔

．
傾
斜
し
た
平
面
で
反
花
の
表
現
を
省
略
し
、
四
面
と
も
無
地
の
塔
。

恥

８

万

治

二

年

塔

恥

４

寛

文

塔

肌

６

年

代

不

明

塔

る
ノ

２
基
礎
の
輪
郭

ａ
三
面
に
輪
郭
を
と
る
塔
。

肌

２

元

和

六

年

塔

恥

１

万

治

元

年

塔

ｂ
正
面
に
だ
け
輪
郭
を
と
る
塔
。

前
記
の
恥
２
．
恥
１
を
の
ぞ
く
十
三
基
全
部

３
基
礎
の
反
花
座
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ｂ
簡
略
化
さ
れ
形
式
的
な
表
現
で
、
三
面
に
陽
刻
す
る
塔
。

恥

１

万

治

元

年

塔

恥

９

天

和

二

年

塔

恥

３

無

銘

塔

Ｃ
外
に
弩
曲
し
た
面
に
簡
単
な
表
現
で
、
三
面
に
線
刻
す
る
塔
。

肌

７

慶

安

五

年

塔

恥

、

延

宝

四

年

塔

恥

皿

延

宝

八

年

塔

恥

５

天

和

二

年

塔

恥

巧

天

和

二

年

塔

．
傾
斜
し
た
平
面
に
簡
単
な
表
現
で
、
三
面
に
線
刻
す
る
塔
。

恥

過

延

宝

三

年

塔

ｅ
外
に
弩
曲
し
た
面
で
反
花
の
表
現
を
省
略
し
、
四
面
と
も
無
地
の
塔
。

恥

、

延

宝

二

年

塔

ｆ
傾
斜
し
た
平
面
で
反
花
の
表
現
を
省
略
し
、
四
面
と
も
無
地
の
塔
。

恥

８

万

治

二

年

塔

恥

哩

寛

文

十

年

塔

恥

４

寛

文

塔

恥

６

年

代

不

明

塔

４

塔

身

ａ
正
面
に
輪
郭
を
と
り
、
左
右
の
側
面
に
蓮
座
を
陰
刻
す
る
塔
。

恥

２

元

和

六

年

塔

。

ｂ
正
面
に
だ
け
輪
郭
を
と
り
、
他
の
三
面
は
無
地
の
塔
。

ａ
簡
略
化
さ
れ
形
式
的
な
表
現
で
、
四
面
の
す
べ
て
に
陽
刻
す
る
塔
。

神
奈
川
県
立
博
物
館
研
究
報
告
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一
巻
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三
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一
九
七
○
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恥
２
元
和
六
年
塔

５
笠
の
上
部
段
型

ａ
傾
斜
し
た
五
段
の
塔
。

恥

２

元

和

六

年

塔

。

ｂ
傾
斜
し
た
四
段
の
塔
。

恥

７

慶

安

五

年

塔

恥

１

万

治

元

年

塔

恥

８

万

治

二

年

塔

恥

哩

寛

文

十

年

塔

恥

４

寛

文

塔

恥

喝

延

宝

三

年

塔

恥

皿

延

宝

四

年

塔

恥

哩

延

宝

八

年

塔

恥

９

天

和

二

年

塔

恥

妬

天

和

二

年

塔

恥

３

無

銘

塔

恥

６

年

代

不

明

塔

Ｃ
傾
斜
し
た
三
段
の
塔
。

恥

加

延

宝

二

年

塔

。

な
お
、
笠
の
上
部
段
型
は
以
上
の
十
四
基
と
も
裏
側
が
省
略
さ
れ
傾
斜
し
た

面
に
な
っ
て
い
る
。

６

隅

飾

突

起

ａ
輪
郭
と
茨
形
を
三
面
に
表
現
す
る
塔
。

恥

２

元

和

六

年

塔

ｂ
輪
郭
と
茨
形
を
正
面
に
だ
け
表
現
す
る
塔
。

前
記
の
恥
２
キ
ー
の
ぞ
く
十
四
基
全
部

(19）



７

伏

鉢

ａ
重
弁
の
蓮
弁
を
さ
げ
る
塔
。

後
出
の
恥
加
を
の
ぞ
く
十
四
基
全
部

ｂ
単
弁
の
蓮
弁
を
さ
げ
る
塔
。

恥

１

万

治

元

年

．
輪
郭
と
渦
巻
形
を
三
面
に
表
現
す
る
が
、
左
右
の
塔
面
は
線
刻
で
表
現
す

る

塔

。

恥

皿

延

宝

八

年

塔

ｅ
輪
郭
と
渦
巻
形
を
正
面
に
だ
け
表
現
す
る
塔
。

恥

吃

寛

文

十

年

塔

恥

４

寛

文

塔

恥

６

年

代

不

明

塔

ｆ
輪
郭
と
渦
巻
形
を
三
面
に
線
刻
す
る
塔
。

恥

９

天

和

二

年

塔

９
輪
郭
と
渦
巻
形
を
正
面
に
だ
け
線
刻
す
る
塔
。

恥

、

延

宝

二

年

塔

恥

⑬

延

宝

三

年

塔

恥

、

延

宝

四

年

塔

肌

巧

天

和

二

年

塔

恥

、

延

宝

四

年

塔

ｈ
四
面
と
も
無
地
の
塔
。

恥

８

万

治

二

年

塔

恥

７

慶

安

五

年

塔

恥

３

無

銘

Ｃ
輪
郭
と
渦
巻
形
を
三
面
に
表
現
す
る
塔
。

斎
藤
葉
山
町
の
石
川
家
墓
地
に
あ
る
江
戸
時
代
の
宝
筐
印
塔
に
つ
い
て

塔

9 ８
九
輪
の
輪
数

ａ
四
輪
の
塔
。

恥

２

元

和

六

年

塔

ｂ
三
輪
の
塔
。

恥

７

慶

安

五

年

塔

恥

廻

寛

文

十

年

塔

恥

Ⅱ

延

宝

四

年

塔

恥

５

天

和

二

年

塔

恥

妬

天

和

二

年

塔

恥

６

年

代

不

明

塔

ｃ
二
輪
の
塔
。

Ⅲ

皿

延

宝

二

年

塔

No. No. NQ No. a

恥
皿
延
宝
二
年
塔

宝
珠

押
し
つ
ぶ
さ
れ
た
球
形
の
上
に
円
錘
形
を
の
せ
る
塔
。

２

元

和

六

年

塔

恥

１

万

治

元

年

塔

８

万

治

二

年

塔

血

４

寛

文

塔

過

延

宝

二

年

塔

恥

９

天

和

二

年

塔

妬

天

和

二

年

塔

恥

３

無

銘

塔

恥
喝
延
宝
三
年
塔

NQ NQ No. No. No.
3 9 14 4 8

肌
１
万
治
元
年
塔

万
治
二
年
塔

寛

文

塔

延
宝
八
年
塔

天
和
二
年
塔

無

銘

塔

(別）



こ
の
分
類
で
、
石
川
家
の
墓
地
の
塔
だ
け
で
見
ろ
と
古
い
形
式
と
考
え
ら
れ

る
順
に
出
現
し
て
い
る
と
言
え
な
い
部
分
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
十
五
基
と
い
う

少
な
い
資
料
に
よ
る
た
め
で
、
他
の
場
所
に
あ
る
塔
の
事
例
を
も
総
合
す
る
こ

と
に
よ
り
解
決
で
き
る
問
題
で
あ
る
と
思
う
。

ま
た
、
同
じ
天
和
二
年
と
刻
ま
れ
て
い
る
恥
５
．
恥
９
．
恥
巧
の
三
基
の
基

礎
の
反
花
座
で
も
ｂ
・
Ｃ
の
二
種
が
あ
り
、
延
宝
二
・
三
・
四
年
の
恥
加
・
恥

鵡
・
恥
ｕ
の
三
基
の
反
花
座
で
も
ｅ
・
．
。
Ｃ
の
三
種
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
一
つ
の
形
式
が
新
し
く
出
現
す
る
と
以
前
の
形
式
は
姿
を
消
す
の
で
は
な

く
、
両
者
が
並
行
し
て
行
な
わ
れ
、
場
合
に
よ
っ
て
は
新
し
い
形
式
の
方
が
先

に
姿
を
消
す
場
合
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

次
に
、
年
代
の
明
ら
か
で
な
い
恥
３
．
恥
６
の
二
基
に
つ
い
て
、
今
ま
で
述

べ
て
き
た
各
部
分
の
形
式
に
よ
る
分
類
で
、
三
種
類
以
上
に
わ
け
ら
れ
る
。

肋

６

年

代

不

明

塔

ｂ
下
部
の
球
形
が
な
く
、
円
錘
形
の
胴
部
が
ふ
く
ら
ん
だ
形
の
塔

恥

廻

寛

文

十

年

塔

恥

皿

延

宝

八

年

塔

な
お
、
頂
部
の
欠
失
し
て
い
る
恥
７
・
恥
加
・
恥
皿
は
押
し
つ
ぶ
さ
れ
た
球

形
が
の
こ
っ
て
い
る
の
で
、
ｂ
の
分
類
に
入
ら
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る

が
、
横
須
賀
市
妙
真
寺
の
寛
文
十
二
年
塔
に
は
、
円
錘
の
周
囲
に
上
向
き
の
花

弁
を
つ
け
マ
ッ
カ
サ
状
に
し
た
例
が
あ
る
の
で
、
ａ
の
分
類
で
あ
る
と
も
言
い

き
れ
な
い
。

神
奈
川
県
立
博
物
館
研
究
報
告
第
一
巻
第
三
号
一
九
七
○
年
三
月

１

基

壇

の

反

花

座

３

基

礎

の

反

花

座

５

笠

の

上

部

段

型

６

隅

飾

突

起

８

九

輪

の

輪

数

の
五
つ
の
部
分
に
つ
い
て
、
お
の
お
の
と
同
じ
形
式
の
塔
を
選
び
出
し
て
ま
と

め
る
と
、
表
２
．
表
３
の
よ
う
に
な
る
。

表
２
は
恥
３
と
各
部
に
で
同
じ
形
式
を
持
つ
塔
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
る

が
、
五
つ
の
す
べ
て
の
部
分
で
一
致
す
る
塔
は
な
い
。
恥
７
の
慶
安
五
年
塔
・

恥
１
の
万
治
元
年
塔
・
恥
９
の
天
和
二
年
塔
で
三
つ
の
部
分
が
一
致
す
る
が
、

隅
飾
突
起
が
茨
形
で
あ
る
た
め
、
比
較
的
古
い
時
期
の
塔
と
考
え
ら
れ
る
。
し

た
が
っ
て
、
恥
７
お
よ
び
恥
１
に
近
い
時
期
の
も
の
で
は
な
い
か
と
思
う
が
十

五
基
の
資
料
か
ら
結
論
を
出
す
の
は
ひ
か
え
た
方
が
良
い
と
思
う
。

表
３
は
恥
６
の
塔
に
つ
い
て
同
様
に
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
が
。
恥
４
の
寛

文
塔
が
五
つ
の
部
分
と
も
一
致
す
る
。
ま
た
、
恥
哩
の
寛
文
十
年
塔
で
は
欠
失

し
て
い
る
基
壇
の
反
花
座
を
の
ぞ
き
四
つ
の
部
分
で
一
致
し
、
基
壇
の
反
花
座

が
基
礎
の
そ
れ
と
同
じ
形
式
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ま
た
一
致
す
る
の
で
あ
る

が
、
こ
の
表
で
は
使
用
し
な
か
っ
た
宝
珠
に
つ
い
て
は
異
な
る
形
式
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
恥
６
は
寛
文
頃
の
塔
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

次
に
、
恥
２
の
元
和
六
年
塔
で
あ
る
が
、
筆
者
は
横
須
賀
市
良
心
寺
に
あ
る

天
正
十
一
年
銘
の
朝
倉
能
登
守
の
夫
人
の
墓
塔
に
つ
い
て
、
そ
の
造
立
年
代
に

(21）



NQ6と同じ形式の塔 NQ3と同じ形式の塔表3 表2
斎
藤
葉
山
町
の
石
川
家
墓
地
に
あ
る
江
戸
時
代
の
宝
筐
印
塔
に
つ
い
て

５
笠
の
上
部
段
型

３
基
礎
の
反
花
座

１
基
壇
の
反
花
座

一
塔
の
部
分
~
、
、

～

、
、
塔
の
番
号

同
じ
形
式
の
部
分
数
－
１

~

８
九
輪
の
輪
数
一

同
じ
形
式
の
部
分
数

’
６

隅

飾

突

起

８
九
輪
の
輪
数

３
〉

5

》

６

隅

飾

突

起

I

‐

笠
の
上
部
段
型

基
礎
の
反
花
座

基
壇
の
反
花
座
○

塔

の

部

分

１

，

２

～

、
～
塔
の
番
号
塑No. 2

7

1 1
8

’
３
’○ ○’○７

３
ｌ
２
ｌ
２
ｌ
２
ｌ
０

’
○
’
○
’
○
｜

~

一

一

’
’

○
’
○
’
○
’
○
’

○
’
’
’
’

○
｜
｜
欠
一
一
欠

１
’
８
｜
Ⅲ
’
４
｜
Ⅲ~~

２

４

０

３

１

１

１

○
｜
欠

｜
｜
｜
｜
欠
一

一
○
’
○
’
○
｜
欠
一
○

１
ｌ
２
ｌ
２
’

’
○
’
○
ｌ

Ｆ

－

Ｉ

Ｆ

」

○
’
○
’
○
｜

戸
‐
Ｆ
Ｉ
Ｆ
」

｜
欠
一
欠
一

司勺

10
~

11川
一
Ｍ
一 14 欠

２
ｌ
３
ｌ
２
ｌ
２

○
’
○
一
○
’
○

欠
一
一
一

欠
一
○
’
○
’
○

’
○
’
’

○
｜
｜
欠
一

５
－
９
｜
旧
－
６

5

9

~Ｆ
ｌ
Ｆ
ｌ

一
○
’
○

２
’
２

~○
’
○

○旧
－
３

疑
問
を
持
ち
、
同
様
の
形
式
の
塔
を
調
査
し
た
結
果
、
そ
の
塔
が
元
和
末
年
か

ら
寛
永
三
年
ま
で
の
間
の
造
立
で
あ
る
と
の
結
論
に
達
し
、
神
奈
川
県
立
博
物

館
研
究
報
告
、
第
１
巻
第
２
号
に
「
朝
倉
能
登
守
夫
人
墓
石
造
宝
筐
印
塔
の

造
立
年
代
に
つ
い
て
」
と
題
し
て
紹
介
し
た
が
、
恥
２
が
元
和
六
年
頃
の
造
立

で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
時
に
調
査
し
た
塔
と
同
じ
よ
う
な
形
式
に
な
る
べ
き
で

あ
る
が
、
実
測
図
で
比
較
し
て
も
明
ら
か
に
よ
り
新
し
い
形
式
を
示
し
て
い
る
。

し
か
し
、
石
川
家
の
墓
地
内
の
十
五
基
の
分
類
で
は
、
す
べ
て
の
部
分
で

「
ａ
」
の
分
類
に
位
置
す
る
。
す
な
わ
ち
、
す
べ
て
の
部
分
で
最
も
古
い
形
式

を
備
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
恥
２
は
、
こ
の
墓
地
内
で
は
一
番
早
く

恥
７
の
慶
安
五
年
以
前
に
造
立
さ
れ
た
か
、
塔
に
刻
ま
れ
て
い
る
元
和
六
年
に

ま
で
は
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
は
で
き
な
い
形
式
の
塔
で
あ
る
。

石
川
家
の
墓
地
に
あ
る
宝
筐
印
塔
は
、
前
述
の
よ
う
に
恥
２
が
元
和
六
年
ま

て
さ
か
の
ぼ
ら
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
、
は
じ
め
に
付
し
た
表
１
に
よ
っ
て
わ

か
る
よ
う
に
、
江
戸
時
代
の
塔
の
中
で
そ
の
例
が
少
な
い
時
期
の
塔
が
多
く
、

一
ケ
所
に
十
五
基
が
ま
と
ま
っ
て
造
立
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
宝
筐
印
塔
の

末
期
の
形
式
を
知
る
上
で
の
好
資
料
と
言
え
る
。

す
な
わ
ち
、
基
壇
お
よ
び
基
礎
の
上
部
に
あ
る
反
花
座
は
陽
刻
か
ら
線
刻
さ

ら
に
反
花
の
表
現
を
省
略
す
る
塔
に
ま
で
簡
略
化
な
い
し
退
化
か
進
ん
だ
〕
基

4

(22）
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礎
・
塔
身
・
隅
飾
突
起
の
輪
郭
や
前
述
の
反
花
座
は
本
来
四
方
に
き
ざ
む
べ
き

も
の
で
あ
る
が
、
裏
面
は
省
略
さ
れ
、
つ
い
で
部
分
に
よ
っ
て
は
左
右
の
側
面

ま
で
も
省
略
さ
れ
て
し
ま
い
、
正
面
だ
け
を
て
い
ね
い
に
作
り
、
側
面
お
よ
び

裏
面
は
簡
略
に
す
る
傾
向
を
強
め
て
い
る
。
笠
の
上
部
段
型
は
そ
の
段
数
を
五

段
・
四
段
・
三
段
と
減
ら
し
、
九
輪
も
本
来
九
個
の
輪
で
表
現
す
べ
き
も
の

を
、
四
輪
・
三
輪
か
ら
二
輪
の
も
の
ま
で
も
出
現
さ
せ
て
い
る
。
ま
た
、
装
飾

化
さ
れ
て
い
る
部
分
に
は
、
隅
飾
突
起
の
内
部
を
茨
形
か
ら
渦
巻
形
に
変
化
さ

せ
、
無
地
で
あ
る
べ
き
伏
鉢
に
蓮
弁
を
さ
げ
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
鎌
倉
時
代
に
成
立
し
た
形
の
整
っ
た
宝
筐
印
塔
に
対
し
て
、

江
戸
時
代
の
塔
は
、
そ
の
本
来
の
意
味
を
忘
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
簡
略
化
と
装

飾
化
で
各
部
分
を
変
化
さ
せ
独
特
の
形
式
を
つ
く
り
あ
げ
、
石
川
家
の
墓
地
に

見
る
よ
う
な
形
と
な
り
、
次
の
時
期
に
な
る
と
一
般
に
は
そ
の
姿
を
消
し
て
し

ま
う
の
で
あ
る
。

神
奈
川
県
立
博
物
館
研
究
報
告
第
一
巻
第
三
号
一
九
七
○
年
三
月

(23）
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